
アメリカの刑事罰における社会奉仕活動とは 

犯罪者が裁判所から命じられ、無報酬で公共のために奉仕活動を行う刑罰のこ

とです。刑罰の一種として、拘禁刑（懲役や禁錮）の代わりに、またはそれに加え

て科されることがあります。 

詳細: 

• 目的 : 

社会奉仕活動は、犯罪者が犯した罪によって社会に与えた損害を償わせること

を目的としています。 

• 内容 : 

活動内容は、道路や公園の清掃、高齢者や障害者の介護、施設の整備など多

岐にわたります。 

• 種類 : 

軽微な犯罪の場合、拘禁刑の代わりに社会奉仕活動が科されることがありま

す。また、重い犯罪の場合、拘禁刑に加えて社会奉仕活動が科されることもあ

ります。 

• 導入例 : 

アメリカでは、1970年代から社会奉仕活動が導入され、犯罪者の更生プログラ

ムとして広く活用されています。 

• 日本との比較 : 

日本でも、刑罰の幅を広げるために、社会奉仕活動の導入が検討されていま

す。 

• 反省効果 : 

社会奉仕活動が強制的に行われるため、反省効果があるかどうかは議論のあ

るところです。 

• その他 : 

アメリカでは、少年犯罪に対しても社会奉仕活動が科されることがあります。 

補足: 

• アメリカの社会奉仕活動は、州によって制度が異なる場合があります。 

• 社会奉仕活動は、単なる罰則としてだけでなく、犯罪者の社会復帰を支援

する役割も担っています。 


